
文化芸術振興費補助金（文化芸術創造拠点形成事業）交付要綱  

 

平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ２ ８ 日 

文 化 庁 長 官 決 定 

平成３０年３月２８日一部改正  

                              令和３年３月２６日一部改正 

                                                     令和４年４月２８日一部改正 

令和６年２月５日一部改正 

令和７年３月３日一部改正 

 

（通則） 

第１条 文化芸術振興費補助金（文化芸術創造拠点形成事業）（以下「補助金」という。）の交付

については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以

下「適正化法」という。）及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和３０

年政令第２５５号。以下「適正化法施行令」という。)において定めてあるものの他、この要綱に

定めるところによる。 

 

（交付の目的） 

第２条 この補助金は、地方公共団体が主体となって行う文化芸術創造拠点の形成に向けた取組

を支援することにより、地方公共団体の文化事業の企画・実施能力を全国規模で向上させるとと

もに、我が国の文化芸術の基盤を形成してきた多様で特色ある文化芸術の振興を図り、ひいては

地域の活性化にも寄与することを目的とする。 

 

（交付の対象となる者） 

第３条 この補助金の交付の対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、都道府県又は市町

村（特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。）とする。 

 

（交付の対象となる事業及び補助金の額） 

第４条 文化庁長官は、次項の補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）を実

施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として文化庁長官が認める経費（以下「補助

対象経費」という。）について、予算の範囲内で補助金を交付する。 

２ 補助事業は、文化芸術分野の専門的人材を活用して地域のアーツカウンシル機能の強化等に

取り組みながら行う、地域アーティストの活動支援、地域住民との協働、地域の芸・産学官と

の連携、地域の文化芸術資源を活用した文化芸術活動の実施等、文化芸術創造拠点形成に向け

た総合的な事業とする。 

３ 補助対象経費の区分及び補助金の額は、別表のとおりとする。 

 

 



 
 

（間接補助金） 

第５条 補助事業者は、事業を実施するのに適した法人又は行政機関、地域住民、文化施設、企

業等から構成される団体で、代表の定め、組織及び運営についての規約の定め並びに事業実施及

び会計手続を適正に行う体制を有するものに補助事業の全部又は一部を実施させる場合におい

ては、その事業の全部を補助事業とし、その経費の全部又は一部を補助又は負担することができ

るものとする。 

２ 前項の規定に基づき交付される給付金を「間接補助金」といい、間接補助金交付の対象とな

る事業を「間接補助事業」、また、間接補助金交付の対象となる者を「間接補助事業者」という。 

 

（申請の手続） 

第６条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書（様式１）を別に定める期

限までに文化庁長官に提出しなければならない。 

２ 補助金の交付の申請をしようとする者は、前項に規定する補助金の交付の申請をするに当た

って、国庫補助額に対する経済波及効果、補助事業への参加人数のほか、それぞれの取組内容・

実情に応じた目標を設定しなければならない。 

３ 補助金の交付の申請をしようとする者は、第１項に規定する補助金の交付の申請をするに当

たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費

税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに

係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計に補助対象経費に占める補助金の

割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）に相当する額を減額し

て申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでない

ものについては、この限りでない。 

 

（交付の決定） 

第７条 文化庁長官は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を

審査の上、補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書（様式２）により速やかにその決定

内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を交付の申請をした者に通知するものとする。 

２ 文化庁長官は、前項の交付の決定を行うに当たっては、前条第３項本文の規定により補助金

に係る消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して補助金の交付の申請がなされたものにつ

いては、当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して交付の決定を行うものとする。 

３ 補助金交付申請書が文化庁長官に到達してから交付の決定を行うまで通常要すべき標準的な

期間は、３０日とする。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があることにより、

補助金交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から２０日以内に

交付申請取下書（様式３）を文化庁長官に提出しなければならない。 



 
 

（経費の効率的使用等） 

第９条 補助事業者は、補助事業を遂行するために契約を締結し、また支払いを行う場合には、

国の契約及び支払に関する規定の趣旨に従い、公正かつ最小の費用で最大の効果をあげ得るよ

う、経費の効率的使用に努めなければならない。 

 

（計画変更の承認等） 

第１０条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ計画変更承認申請

書（様式４）を文化庁長官に提出し、その承認を受けなければならない。 

（１）補助対象経費の総額を変更しようとするとき。ただし、補助金の交付決定額に影響を及ぼ

すことなく、変更額が交付申請時における補助対象経費の総額の２０パーセント以内である

場合を除く。 

（２）補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、補助金の交付決定額及び補助対象経費

の額に影響を及ぼすことなく、補助事業の目的の達成に影響を及ぼさない軽微な変更を除く。 

２ 文化庁長官は、前項の承認をする場合において必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条

件を付すことがある。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第１１条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、速やかに補助事業中止・

廃止承認申請書（様式５）を文化庁長官に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

（交付決定の取消等） 

第１２条 文化庁長官は、前条の補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次の各号

に掲げる場合は、第７条の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。 

（１）補助事業者が、適正化法、適正化法施行令、本要綱、補助金の交付決定の内容又は法令、告

示若しくは本要綱に基づく文化庁長官の定め、処分若しくは指示に違反した場合 

（２）補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

（３）補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、虚偽、その他不適当な行為をした場合 

（４）交付決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくな

った場合 

２ 文化庁長官は、前項の規定により第７条の交付決定の取消をした場合において、既に当該取

消に係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一

部の返還を命ずるものとする。 

３ 文化庁長官は、第１項第１号から第３号までに掲げる事由により補助金の交付の決定を取消

し、前項の規定により補助金の返還を命ずる場合には、補助事業者が当該補助金を受領した日か

ら納付の日までの期間に応じて返還すべき金額に対し年利１０．９５％の割合で計算した加算

金の納付を併せて命ずるものとする。 

４ 第２項に基づく補助金の返還については、当該命令の日から２０日以内を期限とし、期限内

に納付しない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利１０．９５％



 
 

の割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（事業遅延の届出） 

第１３条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、

又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに事業遅延届（様式６）を文化庁長官に提

出し、その指示を受けなければならない。 

 

（実績報告） 

第１４条 補助事業者は、補助事業が完了若しくは廃止の承認があった場合には、補助事業が完

了若しくは廃止の承認があった日から３０日を経過した日又はその翌会計年度の４月１０日の

いずれか早い日までに、補助金の交付決定に係る国の会計年度が終了した場合（補助事業が完了

せずに国の会計年度が終了した場合）には、補助金の交付決定をした翌会計年度の４月３０日ま

でに、実績報告書（様式７）に関係書類を添えて文化庁長官に提出しなければならない。 

２ 前項の場合において、実績報告書の提出期限について文化庁長官の別段の承認を受けたとき

は、その期限によることができる。 

３ 第１項に規定する補助金の交付決定に係る国の会計年度が終了した場合における実績報告書

には、翌会計年度に行う補助事業に関する計画を記載した資料を添付しなければならない。 

４ 補助事業者は、第１項に規定する実績報告書において、第６条第２項の定めにより設定した

目標に対する成果を報告し、事業の改善に活用しなければならない。 

５ 補助事業者は、第１項に規定する実績報告書を提出するに当たり、補助金に係る消費税等仕

入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して実績報告

書を文化庁長官に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第１５条 文化庁長官は、前条第１項に定める補助事業が完了（補助事業の廃止の承認を受けた

ときを含む。）した際における報告を受けた場合は、実績報告書等の書類の審査及び、必要に応

じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容（第１０

条に基づく承認をした場合は、その承認の内容）及びこれに付した条件に適合すると認めたとき

は、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書（様式８）により補助事業者に通

知するものとする。 

２ 文化庁長官は、補助金の交付の申請時において補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らか

でないものであって、補助金の額の確定時において当該消費税等仕入控除税額が明らかな場合

は、前項の額の確定において当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額するものとする。 

３ 文化庁長官は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を

超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。 

４ 前項の補助金の返還については、第１２条第４項の規定を準用する。 

 

（状況報告及び調査） 



 
 

第１６条 補助事業者は、補助事業の遂行及び支出状況について、文化庁長官の要求があったと

きは、速やかに補助事業状況報告書（様式９）を文化庁長官に提出しなければならない。 

２ 文化庁長官は、必要があると認めるときは、補助事業の遂行及び支出状況を調査することが

できる。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１７条 補助事業者は、補助金の交付の申請時において補助金に係る消費税等仕入控除税額が

明らかでないものであって、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該消費税

等仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税等仕入控除税額確定報告書（様式１０）

を文化庁長官に提出しなければならない。 

２ 文化庁長官は、前項の報告書の提出があった場合には、当該消費税等仕入控除税額に相当す

る額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

３ 前項の補助金の返還については、第１２条第４項の規定を準用する。 

 

（補助金の経理） 

第１８条 補助事業者は、補助事業の経理について、補助事業以外の経理と明確に区分し、その

収支の状況を帳簿によって明らかにしておくとともに、当該帳簿及び収支に関する証拠書類を

補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しておかなければならない。 

 

（補助金調書） 

第１９条 補助事業者（地方公共団体に限る。）は、当該補助事業に係る歳入歳出の予算書並びに

決算書における計上科目及び科目別計上金額を明らかにする調書（様式１１）を作成しておかな

ければならない。 

 

（間接補助金交付の際付すべき条件） 

第２０条 補助事業者は間接補助事業者に補助金を交付するときは、本要綱第８条から第１９条

（第１５条第１項を除く。）までの規定に準ずる条件を付さなければならない。 
 
（電磁的方法による提出） 
第２１条 補助事業者は、適正化法、適正化法施行令又は本要綱の規定に基づく申請、届出、報

告その他文化庁に提出するものについては、電磁的方法（適正化法第２６条の３第１項の規定に

基づき文部科学大臣が定めるものをいう。）により行うことができる。 
 
（電磁的方法による通知等）  
第２２条 文化庁長官は、適正化法、適正化法施行令又は本要綱に規定する通知、承認、指示又

は命令（以下「通知等」という。）について、補助事業者が書面による通知等を受けることを予

め求めた場合を除き、電磁的方法により通知等することができる。この場合、文化庁長官は補助

事業者に到達確認を行うものとする。  



 
 

 
 
（その他） 
第２３条 この要綱に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は、その都度別に定め

るものとする。 
 
 
附 則  

この要綱は、平成２９年３月２８日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 
附 則  

この要綱は、平成３０年３月２８日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 
附 則  
 この要綱は、令和３年３月２６日から施行し、令和３年３月３１日から適用する。 
附 則 （令和４年４月２８日４文庁 第３８６号） 

この要綱は、令和４年４月２８日から施行し、令和４年度予算に係る補助事業から適用する。 
ただし、本要綱の施行前に補助金の交付の決定が行われた事業については、改正前の規則を適用

する。 
附 則 
 この要綱は、令和６年２月５日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 
附 則 
 この要綱は、令和７年３月３日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 
 
  



 
 

別表 
補 助 対 象 経 費 

補助金の額 
区分 費目 内     訳 

出演・ 

音楽・ 

文芸費 

出演費 
指揮料、演奏料、ソリスト料、合唱料、舞踊家・俳優等出演料、

エキストラ料、助演料等 

補助対象経費

総額の 

１／２ 

以内とする。 

音楽費 

作曲料、編曲料、作詞料、訳詞料、音楽制作料、音楽編集料、

副指揮料、コレペティ料、調律料、楽器借料、楽譜借料、写

譜料、楽譜制作料等 

文芸費 

演出料、監修料、振付料、舞台監督料、音響・照明プラン料、

演出等助手料、著作権使用料、舞台美術・衣装等デザイン料、

脚本料、翻訳料、字幕制作費、原稿料、原作料、企画制作料

等 

舞台・ 

会場・ 

設営費等 

舞台費 

大道具費、小道具費、衣装費、かつら費、メイク費、履物費、

照明費、音響費、字幕費、舞台スタッフ費、機材借料、舞台

設営費等 

作品借料 作品借料、作品保険料等 

上映費 
上映費、映写機材借料、映写技師謝金、同時通訳関連機器借料

等 

会場費 会場使用料（付帯設備費を含む。）、会場設営費、会場撤去費等 

運搬費 道具運搬費、楽器運搬費、作品運搬費等 

人件費・ 

旅費・ 

報償費 

人件費 

事務整理等、会場整理等にかかる給料、労災保険料等 

※本事業のために臨時に雇用する者のみ対象 

※給料として支給するものに限る。期末手当等は対象外。 

旅 費 国際航空賃、国内交通費、宿泊費、日当等 

報償費 
講師等謝金、原稿執筆謝金、会議出席謝金、指導謝金、託児謝

金等 

雑役務費 

消耗品費 

等 

雑役務費 
広告宣伝費、入場券等販売手数料、立看板費、印刷製本費、借

料及び損料、傷害保険料、請負費等 

消耗品費 消耗品費 

通信費 通信費、郵送料 

会議費 会議費 

委託費・ 

補助金  

委託費 委託費 

補助金 

補助金、負担金、分担金、交付金 

※事業を実施するのに適した法人等に補助事業の全部又は一

部を実施させる場合において、その経費の全部又は一部を補

助又は負担する場合に限る。 



 
 

 
 

（様式１） 

第            号 

令和  年  月  日 

 

  文化庁長官 殿 

 

申請者 

所在地 

代表者氏名               

 

 

令和  年度文化芸術振興費補助金（文化芸術創造拠点形成事業）交付申請書 

 

標記補助金の交付を希望しますので、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０

年法律第１７９号）第５条及び文化芸術振興費補助金（文化芸術創造拠点形成事業）交付要綱第６条

の規定に基づき、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

記 

 
１ 補助枠 

□ 一般 
□ 小規模・スタートアップ 

 

 ２ 事業の名称 

 

 ３ 実施期間 

令和  年  月  日から令和  年  月  日まで 

 

 

※事業内容に応じて、その他必要な書類を添付すること。 

担当者氏名 
連 絡 先 



 
 

 
 

（様式２） 

                                                   第            号 

 

 

補助金交付決定通知書 

 

         （補助事業者名） 

 

令和  年  月  日付け 第  号で申請のあった令和  年度文化芸術振興費補助金（文化芸術

創造拠点形成事業）については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律

第１７９号。以下「適正化法」という。）第６条第１項及び第８条並びに文化芸術振興費補助金（文化芸術

創造拠点形成事業）交付要綱（以下「交付要綱」という。）第７条の規定により、下記のとおり交付するこ

とに決定したので通知します。 

 

   令和  年  月  日 

 

                                        文化庁長官           

 

記 

 

１．この補助金の交付の対象となる事業は、令和  年  月  日付け  第  号（以下「申請書」という。）

で申請のあった事業とし、その内容は（下記のとおり修正するほか）申請書に記載された事業計画とす

る。 

 

２．補助対象経費の補助金の額は、次のとおりである。ただし、補助事業の内容の変更により補助対象経

費が変更された場合における補助金の額については、別に通知するところによるものとする。 

補助事業に要する経費   金               円 

補助対象経費           金               円 

補助金の額             金               円（補助率    ％） 

 

３． 補助金の額の確定額は、上記２の補助対象経費の実支出額（債務の確定した支出予定額を含む。）

の総額に補助率を乗じて得た額、又は補助金の額（金額が変更されたときは、変更後の額とする。）の

いずれか低い額とする。 

 

４．補助事業は、補助金の交付の決定を受けた年度の３月３１日までに完了しなければならない。 

 

５．補助事業者は、適正化法、適正化法施行令(昭和３０年政令第２５５号)及び交付要綱の規定に従わ

なければならない。

担当者氏名 
連 絡 先 



 
 

 
 

（様式３） 

                                  第            号 

令和  年  月  日 

 

  文化庁長官 殿 

 

 

                               補助事業者 

                               所 在 地 

                               代表者氏名               

 

 

令和  年度文化芸術振興費補助金（文化芸術創造拠点形成事業）交付申請取下書 

 

  令和  年  月  日付け   第  号で補助金の交付決定を受けた令和  年度文化芸術振興費

補助金（文化芸術創造拠点形成事業）について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

（昭和３０年法律第１７９号）第９条及び文化芸術振興費補助金（文化芸術創造拠点形成事業）交付要

綱第８条の規定に基づき、補助金の交付の申請を下記のとおり取り下げます。 

 

記 

 
１．交付決定通知書の受領年月日   令和  年  月  日 

 

２．補助金の交付の申請の取り下げを希望する理由 

 

担当者氏名 
連 絡 先 



 
 

 
 

（様式４） 

                                   第            号 

令和  年  月  日 

 

  文化庁長官 殿 

 

                               補助事業者 

                               所 在 地   

                               代表者氏名               

 

 

令和  年度文化芸術振興費補助金（文化芸術創造拠点形成事業）計画変更承認申請書 

 

   令和  年  月  日付け  第  号で補助金の交付の決定を受けた下記事業について、別紙のと

おり事業の内容を変更したいので、承認くださるよう文化芸術振興費補助金（文化芸術創造拠点形成

事業）交付要綱第１０条の規定に基づき、申請します。 

 

記 

 
補助枠 □ 一般 

□ 小規模・スタートアップ 

事業の名称 

 

 

変更となる内容 

 

 

変更する理由 

 

 

 

 

（注）該当部分について、変更前、変更後の金額を確認できる資料（収支予算書等）を添付すること。 

担当者氏名 
連 絡 先 



 
 

 
 

（様式５） 

                                   第            号 

令和  年  月  日 

 

  文化庁長官 殿 

 

                             補助事業者 

                             所 在 地 

                             代表者氏名               

 

 

令和  年度文化芸術振興費補助金（文化芸術創造拠点形成事業）補助事業中止・廃止承認申請書 

 

   令和  年  月  日付け  第  号で補助金の交付の決定を受けた補助事業について、下記のと

おり中止・廃止したいので、承認くださるよう文化芸術振興費補助金（文化芸術創造拠点形成事業）交

付要綱第１１条の規定に基づき、申請します。 

 

記 

 
補助枠 □ 一般 

□ 小規模・スタートアップ 

事業の名称 

 

 

中止・廃止をする理由 

 

 

事業の実施状況 

 

 

 

担当者氏名 
連 絡 先 



 
 

 
 

（様式６） 

                                   第            号 

令和  年  月  日 

 

  文化庁長官 殿 

 

                             補助事業者 

                             所 在 地 

                             代表者氏名               

 

 

令和  年度文化芸術振興費補助金（文化芸術創造拠点形成事業）補助事業遅延届 

 

令和  年  月  日付け  第  号で補助金の交付の決定を受けた補助事業について、下記のと

おり所定の期間内に終えることが困難となりましたので、文化芸術振興費補助金（文化芸術創造拠点形

成事業）交付要綱第１３条の規定により届け出ます。 

 

記 

 
補助枠 □ 一般 

□ 小規模・スタートアップ 

事業の名称 

 

 

遅延する理由 

 

 

事業の実施状況及び遅延に対する

措置 

 

 

 

担当者氏名 
連 絡 先 



 
 

 
 

（様式７） 

                                 第            号 

令和  年  月  日 

 

文化庁長官 殿 

 

補助事業者 

所  在  地 

代表者氏名               

                    

 

令和  年度文化芸術振興費補助金（文化芸術創造拠点形成事業）実績報告書 

 

   令和  年  月  日付け  第  号で補助金の交付の決定を受けた下記の事業の実績について、

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第１４条及び文化芸術

振興費補助金（文化芸術創造拠点形成事業）交付要綱第１４条の規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

 
補助枠 □ 一般 

□ 小規模・スタートアップ 

事業の名称   

補助事業の実施期間  令和 年 月 日～令和 年 月 日 

 

 

添付書類 

（１）収支決算書（委託費及び間接補助金の内訳書も含む。） 

（２）支出証拠書類（契約書、領収証等） 

（３）事業の成果書類（ポスター、新聞記事等） 

（４）その他 

担当者氏名 
連 絡 先 



 
 

 
 

（様式８） 

                                                      第        号 

 

 

令和  年度文化芸術振興費補助金（文化芸術創造拠点形成事業）額の確定通知書 

 

 

                                （補助事業者名） 

 

 

令和  年  月  日付け  第  号で実績報告のあった事業については、補助金等に係る予算の

執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第１５条及び文化芸術振興費補助金（文化芸

術創造拠点形成事業）交付要綱第１５条の規定に基づき、下記のとおり額を確定します。 

 

 

  令和  年  月  日 

 

                                 文化庁長官        

 

 

記 

 

 

確定額              円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当者氏名 
連 絡 先 



 
 

 
 

（様式９） 

                                  第            号 

令和  年  月  日 

 

  文化庁長官 殿 

 

 

補助事業者 

所  在  地 

代表者氏名               

                    

            

補助事業状況報告書 

 

   令和  年  月  日付け  第  号で補助金の交付の決定を受け施行中の補助事業について、

文化芸術振興費補助金（文化芸術創造拠点形成事業）交付要綱第１６条の規定に基づき、下記のとお

り報告します。 

 

記 

 

補助枠 □ 一般 

□ 小規模・スタートアップ 

事業の名称  

補助事業の実施期間 令和  年  月  日～令和  年  月  日（予定） 

補助事業の実施状況  

 

補助事業に要する経費

の状況 

予算額 

円 

支出済額 

                 円 

備考 

 

 

担当者氏名 
連 絡 先 



 
 

 
 

（様式１０） 

                                   第            号 

令和  年  月  日 

 

  文化庁長官 殿 

 

                       補助事業者 

                       所 在 地   

                       代表者氏名               

 

 

令和  年度文化芸術振興費補助金（文化芸術創造拠点形成事業）に係る消費税等 

仕入控除額確定報告書 

 

   令和  年  月  日付け第  号で補助金の交付の決定を受けた下記事業について、文化芸術振

興費補助金（文化芸術創造拠点形成事業）交付要綱第１７条の規定に基づき、下記のとおり報告しま

す。 

 

記 

 
補助枠 □ 一般 

□ 小規模・スタートアップ 

事業の名称 

 

 

補助金の額（交付要綱第１５条第１項

による額の確定額） 
円 

補助金の確定時における消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額 

 

円 

消費税及び地方消費税額の確定に伴

う補助金に係る消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額 

円 

 

 
  

担当者氏名 
連 絡 先 
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